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平成 19 年３月２日 

各  位 

会 社 名 ア ン ジ ェ ス  Ｍ Ｇ 株 式 会 社

代表者名 代表取締役社長  山 田  英

（ コ ー ド 番 号 4 5 6 3  東 証 マ ザ ー ズ ）

問合せ先 取締役管理本部長  中 塚 琢 磨

（TEL 03-5730-2753） 

 
新株式発行並びに株式売出しに関するお知らせ 

 

 平成 19 年３月２日開催の当社取締役会において、新株式発行並びに当社株式の売出しに関し、下記

のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 
記 

 

１．公募による新株式発行（一般募集） 

(１) 募 集 株 式 の

種 類 及 び 数
 当社普通株式 12,000 株 

(２) 払 込 金 額 の

決 定 方 法
 日本証券業協会の定める公正慣習規則第 14 号第７条の２に規定される

方式により、平成 19 年３月 13 日(火)から平成 19 年３月 16 日(金)まで

の間のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」という。）に決定する。

(３) 増加する資本金及び

資 本 準 備 金 の 額
 増加する資本金の額は、会社計算規則第 37 条第１項に従い算出される資

本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が

生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金

の額は、資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額

とする。 

(４) 募 集 方 法 一般募集とし、野村證券株式会社、みずほインベスターズ証券株式会社、

エース証券株式会社、大和証券エスエムビーシー株式会社、いちよし証券

株式会社、新光証券株式会社、丸三証券株式会社及びメリルリンチ日本証

券株式会社（以下「引受人」と総称する。）に全株式を買取引受けさせる。

なお、一般募集における発行価格（募集価格）は、日本証券業協会の定め

る公正慣習規則第 14 号第７条の２に規定される方式により、発行価格等

決定日における株式会社東京証券取引所の終値（当日に終値のない場合

は、その日に先立つ直近日の終値）に 0.90～1.00 を乗じた価格（１円未

満端数切捨て）を仮条件として、需要状況を勘案した上で決定する。 

(５) 引 受 人 の 対 価 引受手数料は支払わず、これに代わるものとして一般募集における発行

価格（募集価格）と引受人より当社に払込まれる金額である払込金額と

の差額を引受人の手取金とする。 

(６) 申 込 期 間 発行価格等決定日の翌営業日から発行価格等決定日の２営業日後の日ま

で。 

(７) 払 込 期 日 平成 19 年３月 20 日(火)から平成 19 年３月 26 日(月)までの間のいずれ

かの日。ただし、発行価格等決定日の５営業日後の日とする。 

(８) 申 込 株 数 単 位 １株 

(９) 払込金額、増加する資本金及び資本準備金の額、その他本新株式発行に必要な一切の事項の決

定については、代表取締役社長 山田英に一任する。 

(10) 上記各号については、証券取引法による届出の効力発生を条件とする。 
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２．当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）（後記＜ご参考＞１．を参照のこと。） 

(１) 売 出 株 式 の

種 類 及 び 数

 当社普通株式 1,000 株 

なお、株式数は上限を示したものである。需要状況により減少し、又は本

売出しそのものが全く行われない場合がある。売出株式数は、需要状況を

勘案した上で、発行価格等決定日に決定される。 

(２) 売 出 人 野村證券株式会社  

(３) 売 出 価 格 未定（発行価格等決定日に決定する。なお、売出価格は一般募集における

発行価格と同一とする。） 

(４) 売 出 方 法 一般募集の需要状況を勘案した上で、野村證券株式会社が当社株主から

1,000 株を上限として借入れる当社普通株式の売出しを行う。 

(５) 申 込 期 間 一般募集における申込期間と同一とする。 

(６) 受 渡 期 日 一般募集における払込期日の翌営業日とする。 

(７) 申 込 株 数 単 位 １株 

(８) 売出価格、その他本売出しに必要な一切の事項の決定については、代表取締役社長 山田英に一

任する。 

(９) 上記各号については、証券取引法による届出の効力発生を条件とする。 

 

３．第三者割当による新株式発行（後記＜ご参考＞１．を参照のこと。） 

(１) 募 集 株 式 の

種 類 及 び 数

 

 

当社普通株式 1,000 株 

(２) 払 込 金 額 の

決 定 方 法
 発行価格等決定日に決定する。なお、払込金額は一般募集における払込金

額と同一とする。 

(３) 増加する資本金及び

資 本 準 備 金 の 額
 増加する資本金の額は、会社計算規則第 37 条第１項に従い算出される資

本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生

じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額

は、資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とす

る。 

(４) 割 当 先 及 び

割 当 株 式 数

 野村證券株式会社 1,000 株 

(５) 申 込 期 間

( 申 込 期 日 )
 平成19年４月16日(月)から平成19年４月20日(金)までの間のいずれか

の日。ただし、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込

期間の終了する日の翌日から起算して 30 日目の日の翌営業日とする。 

(６) 払 込 期 日 平成19年４月17日(火)から平成19年４月23日(月)までの間のいずれか

の日。ただし、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込

期間の終了する日の翌日から起算して 30 日目の日の２営業日後の日とす

る。 

(７) 申 込 株 数 単 位 １株 

(８) 上記(５)に記載の申込期間（申込期日）迄に申込みのない株式については、発行を打切るもの

とする。 

(９) 払込金額、増加する資本金及び資本準備金の額、その他本第三者割当による新株式発行に必要

な一切の事項の決定については、代表取締役社長 山田英に一任する。 

(10) 上記各号については、証券取引法による届出の効力発生を条件とする。 
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＜ご参考＞ 

１．オーバーアロットメントによる売出し等について 

 前記「２．当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）」に記載のオーバーアロ

ットメントによる売出しは、前記「１．公募による新株式発行（一般募集）」に記載の一般募集に

あたり、その需要状況を勘案した上で、一般募集の主幹事会社である野村證券株式会社が当社株主

から 1,000 株を上限として借入れる当社普通株式の売出しであります。オーバーアロットメントに

よる売出しの売出株式数は 1,000 株を予定しておりますが、当該売出株式数は上限の売出株式数で

あり、需要状況により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われな

い場合があります。 

 なお、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社が上記当社株主より

借入れた株式（以下「借入れ株式」という。）の返却に必要な株式を取得させるために、当社は平

成 19 年３月２日(金)開催の取締役会において、野村證券株式会社を割当先とする当社普通株式

1,000 株の第三者割当増資（以下「第三者割当増資」という。）を、一般募集及びオーバーアロッ

トメントによる売出しの申込期間の終了する日の翌日から起算して 30 日目の日の２営業日後の日

を払込期日（以下「第三者割当増資の払込期日」という。）として行うことを決議しております。 

 また、野村證券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間の終

了する日の翌日から第三者割当増資の払込期日の５営業日前の日までの間（以下「シンジケートカ

バー取引期間」という。）、借入れ株式の返却を目的として、株式会社東京証券取引所においてオ

ーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下「シン

ジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。野村證券株式会社がシンジケートカバー

取引により取得した全ての当社普通株式は、借入れ株式の返却に充当されます。なお、シンジケー

トカバー取引期間内において、野村證券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、

又はオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー

取引を終了させる場合があります。 

 更に、野村證券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しに伴って安定操

作取引を行うことがあり、かかる安定操作取引により買付けた当社普通株式の全部又は一部を借入

れ株式の返却に充当することがあります。 

 オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数から、安定操作取引及びシンジケートカバー

取引によって取得し、借入れ株式の返却に充当する株式数を減じた株式数について、野村證券株式

会社は第三者割当増資に係る割当てに応じ、当社普通株式を取得する予定であります。そのため第

三者割当増資における発行株式数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により

第三者割当増資における最終的な発行株式数がその限度で減少し、又は発行そのものが全く行われ

ない場合があります。 

 

２．今回の公募増資及び第三者割当増資による発行済株式総数の推移 

現 在 の 発 行 済 株 式 総 数 104,062 株 （平成 19 年１月 31 日現在）

公 募 増 資 に よ る 増 加 株 式 数 12,000 株  

公 募 増 資 後 の 発 行 済 株 式 総 数 116,062 株  

第三者割当増資による増加株式数 1,000 株 （注） 

第三者割当増資後の発行済株式総数 117,062 株 （注） 

（注）上記「３．第三者割当による新株式発行」の発行新株式数の全株に対し野村證券株式会社から申

込みがあり、発行がなされた場合の数字です。 
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３．資金の使途 

(１) 今回の調達資金の使途  
 今回の公募増資及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 8,847,640,000 円について、

研究開発資金に 8,241,640,000 円を、提携先への投融資資金に 474,000,000 円を、設備資金に

132,000,000 円を充当する予定であります。 

いずれも平成 21 年 12 月末までに充当する予定であります。 

また、平成 19 年１月 31 日現在、当社の設備計画は以下の通りとなっております。 

なお、資金調達方法欄については、今回の増資資金を含めて記載しております。 

投資予定額 
会社名 

事業所名 
(所在地) 

設備の内容 
総額 
(千円)

既支払額
(千円)

資金調達方法 着手年月 完了予定年月

提出 

会社 

彩都研究所 

(大阪府茨木市) 
試験研究機器等 42,000 ― 増資資金 平成19年１月 平成21年12月

提出 

会社 

倉庫 

(未定) 
医薬品保管設備 7,000 ― 増資資金 平成19年10月 平成19年12月

提出 

会社 

東京支社他 

(東京都港区他) 
ＩＴ関連設備 83,000 ― 増資資金 平成19年１月 平成21年12月

 

(２) 前回調達資金の使途の変更 

  平成 15 年 10 月の公募増資による調達額 5,824,369 千円については、当初、全て研究開発投

資に充当する予定でした。具体的には、新規プロジェクトの立上げ及び既存の３つの主要プロ

ジェクトに関するパテントポートフォリオ強化のための特許権等の取得費用として 2,043,000

千円、研究所に係る設備投資等として 400,000 千円、その他研究開発投資として 3,381,369 千

円を充当することを予定しておりました。 

 当該調達資金 5,824,369 千円については、既に、HGF 遺伝子治療薬、NFκB デコイオリゴ及

び HVJ-E 非ウイルス性ベクター等の既存のプロジェクト、新規プロジェクトの立上げに関する

特許権等の取得費用として平成 16 年 12 月期から平成 18 年 12 月期の間に 354,815 千円、研究

所に係る設備投資等として平成 16 年 12 月期から平成 18 年 12 月期の間に 537,241 千円、その

他研究開発投資として平成 16 年 12 月期から平成 18 年 12 月期の間に 3,620,817 千円を充当い

たしました。さらに、遺伝子治療薬開発について提携関係にある米国バイカル インクへの出資

として 776,595 千円を充当いたしました。この結果、前回調達資金の平成 18 年 12 月末までの

資金充当額は 5,289,468 千円であり、未充当額 534,901 千円については平成 19 年 12 月期末ま

での研究開発投資として充当する予定です。 

 

 なお、平成 18 年 12 月末までに充当した資金のうち、資金使途変更に該当するものは、特許

権等の取得費用として当初充当予定だった 1,688,185 千円分であり、実際には、バイカル イ

ンクへの出資として 776,595 千円、研究所に係る設備投資等として 137,241 千円、その他研究

開発投資として 239,448 千円が充当されました。これらの資金使途変更の主な理由は、バイカ

ル インクとの提携関係の構築による同社への出資によりますが、当該提携についても新規プロ

ジェクトの立上げ及び既存の主要プロジェクトの研究開発力強化が目的であり、資金使途の目

的としては、当初予定から変更がありません。 
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(３) 業績に与える見通し 

 当社は、HGF 遺伝子治療薬及び NFκB デコイオリゴ等の自社品については、提携先から開発

協力金を受取りながら、主に次の通り研究開発を行うことを予定しております。HGF 遺伝子治

療薬については、末梢性血管疾患及び虚血性心疾患領域で臨床開発を更に進める予定です。特

に、末梢性血管疾患領域については、現在国内で第Ⅲ相臨床試験を進めており、早期の承認申

請を目指してまいります。NFκB デコイオリゴについても、アトピー性皮膚炎領域で更に臨床

開発を進める予定です。 

新規プロジェクトについては、バイカル インクとの提携プロジェクトを進めるとともに、新

たに海外バイオベンチャーから、遺伝性疾患を対象として、新たなシーズを導入することを予

定しております。 

 

当社は、今回の調達資金をこれらプロジェクトの研究開発投資に充当することにより、契約

一時金、マイルストーン及び開発協力金を受け取ることを期待しております。更にそれぞれの

開発品が医薬品として上市（医薬品が発売されること）された際には、当社は、売上高に対し

て一定率のロイヤリティ収入や自社販売による収入を受け取り、収益向上に寄与することを期

待しております。 

 

４．株主への利益配分等 

(１) 利益配分に関する基本方針 

 当社グループの事業のステージは、現時点では創薬における先行投資の段階にあることから、

利益配当は実施しておりません。 

当社グループは研究開発活動を継続的に実施していく必要があることから、当面は、利益配当

は実施せず、内部留保に努め、研究開発資金の確保を優先する方針です。しかしながら、株主へ

の利益還元についても重要な経営課題と認識しており、将来、経営成績及び財政状態を勘案しな

がら、利益配当も検討する所存です。 

(２) 配当決定にあたっての考え方 

 上記の利益配分に関する基本方針に基づき、経営成績及び財政状態を勘案し、決定してまいりま

す。 

(３) 内部留保資金の使途 

 該当事項はありません。 

(４) 過去３決算期間の配当状況 

 平成15年12月期平成16年12月期 平成17年12月期 平成18年12月期
１株当たり当期純損失 11,398.40 円 16,528.71 円 18,276.20 円 9,209.66 円
１株当たり年間配当金 ― ― ― ― 
実 績 配 当 性 向 ― ― ― ― 
株主資本当期純利益率 ― ― ― ― 
株 主 資 本 配 当 率 ― ― ― ― 
（注）平成 18 年 12 月期の数値は、未監査であります。 

(５) 過去の利益配分ルールの遵守状況 

 該当事項はありません。 

５．その他 

(１) 配分先の指定 

 該当事項はありません。 

 



ご注意:この文書は、当社の新株式発行並びに株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として
作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事
項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 

 - 6 -

(２) 潜在株式による希薄化情報 

 当社は、平成 13 年改正前旧商法第 280 条ノ 19 及び新事業創出促進法第 11 条の５の規定に基

づく新株引受権方式によるストック・オプション制度並びに平成 13 年改正旧商法第 280 条ノ 20

及び平成 13 年改正旧商法第 280 条ノ 21 の規定に基づく新株予約権方式によるストック・オプシ

ョン制度を採用しております。なお、今回の増資後の発行済株式総数に対する下記の新株式発行

予定残数の比率は 8.2％となる見込みです。 

 ストック・オプションの付与状況（平成 19 年１月 31 日現在） 

株主総会の決議 発行取締役会決議 
新株式発行

予定残数 

新株予約権

の行使時の

払込金額 

資本 

組入額 
発行行使期間 

平成 13 年８月３日 平成 13 年８月 21 日 40 株 50,000 円 25,000 円 
平成 14 年６月１日から 

平成 23 年６月 30 日まで 

平成 13 年８月３日 平成 13 年８月 21 日 3,979 株 50,000 円 25,000 円 
平成 15 年８月５日から 

平成 23 年６月 30 日まで 

平成 14 年１月 31 日 平成 14 年２月 19 日 891 株 280,396 円 140,198 円 
平成 16 年２月１日から 

平成 23 年 12 月 31 日まで 

平成 14 年３月 29 日 平成 14 年３月 29 日 189 株 280,396 円 140,198 円 
平成 16 年３月 30 日から 

平成 23 年 12 月 31 日まで 

平成 14 年６月 21 日 平成 14 年７月 22 日 415 株 280,396 円 140,198 円 
平成 16 年６月 22 日から 

平成 23 年 12 月 31 日まで 

平成 15 年３月 27 日 平成 15年 11月 17日 1,100 株 891,785 円 445,893 円 
平成 17 年４月１日から 

平成 24 年 12 月 31 日まで 

平成 16 年３月 30 日 平成 16 年９月 17 日 50 株 584,000 円 292,000 円 
平成 18 年４月１日から 

平成 25 年 12 月 31 日まで 

平成 16 年３月 30 日 平成 17 年２月 21 日 700 株 671,779 円 335,890 円 
平成 18 年４月１日から 

平成 25 年 12 月 31 日まで 

平成 17 年３月 30 日 平成 17年 10月 31日 955 株 807,975 円 403,988 円 
平成 19 年４月１日から 

平成 26 年 12 月 31 日まで 

平成 18 年３月 30 日 平成 18 年４月 24 日 975 株 762,396 円 381,198 円 
平成 20 年４月１日から 

平成 27 年 12 月 31 日まで 

平成 18 年３月 30 日 平成 18年 12月 25日 280 株 583,000 円 291,500 円 
平成 20 年 12 月 26 日から 

平成 27 年 12 月 31 日まで  

 平成 16 年 12 月期 平成 17 年 12 月期 平成 18 年 12 月期 平成 19 年 12 月期

始値 816,000 円 531,000 円 854,000 円 610,000 円 

高値 852,000 円 913,000 円 930,000 円 841,000 円 

安値 489,000 円 531,000 円 360,000 円 590,000 円 

終値 529,000 円 834,000 円 609,000 円 730,000 円 

株価収益率 － － － － 

（注）１．平成 19 年 12 月期の株価については、平成 19 年３月１日現在で表示しています。 
２．平成 16 年 12 月期乃至平成 18 年 12 月期は、１株当たり当期純損失（平成 18 年 12 月期

については未監査の数値であります。）を計上しているため、株価収益率は記載してお
りません。 

(４) その他 

 該当事項はありません。 

以  上 

(３) 過去３年間に行なわれたエクイティ･ファイナンスの状況等 

 ①エクイティ･ファイナンスの状況 

  該当事項はありません。 

 ②過去３決算期間及び直前の株価等の推移 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /KOR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


